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１ 策定の趣旨  

中学校部活動は、生徒が主体的に参加し、仲間と共に目標に向かって努力する中で、

自主性や協調性、責任感といった社会性を育む重要な教育活動としてその役割を担っ

てきました。 

しかしながら、少子化の進展に伴う部員数の減少により、市内中学校部活動の維持が

これまで以上に困難な状況になることが予測されています。 

また、これまでの部活動は、教師等による献身的な勤務の下で成り立っており、長時

間労働の大きな要因の一つになっていることから、働き方改革が求められている中、

教師等の負担軽減を図る必要があります。 

このような中、将来にわたって子供たちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことが

できる環境整備と、職員の働き方改革を推進するため、地域の多様な主体が運営・実施

する地域クラブ活動へ移行する中学校部活動地域展開を行うにあたり、「人吉市中学校

部活動地域移行検討会」を令和６年に立ち上げました。まずは、休日の部活動の地域展開

の実現に向けた協議を重ねています。 

本方針は生徒が自らやりたいスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる

環境を整備することを念頭に、本市の実情に応じた地域展開のあり方についての基本的

な考え方を示すものです。 

 

２ 人吉市の現状・課題  

現在、本市の中学校の生徒数は３校で８１０人（令和７年５月１日現在）となっており、 

１０年前の平成２７年度と比較して127人減少している状況にあります。 

令和５年２月作成の人吉市「地域の未来予測」では、令和１７年が７０２人、令和２２年

が６９３人と推計されており、今後もこの少子化の進展による減少傾向は進むものと

予測されます。 

令和７年度の中学校部活動は、運動部及び文化部あわせて３校合計で３４部あり、

81０人のうち、６３１人が加入しているものの部員数の減少と学校ごとの偏りがあり、

大会参加のみならず、日々の部活動においても、活動が困難な状況にあります。 

部活動加入率が年々減少傾向にあることもあり、その都度、部活動の見直し等も行

われてきたが、大幅な部活動数の削減には至っておらず、教職員が減少する中で、安

全な部活動実施に必要な顧問の配置に苦慮されています。 

 また、競技等の経験のない教職員が部活動の顧問を担当するケースも多く、一部で

は外部指導者の協力を得られている部活もあるが、指導面においても非常に苦慮さ

れています。 

以上のことから現行システムの持続可能性は年々減少していくことが予測され、生

徒が自らやりたい部活動を選択できるとともに、専門的な指導を受けることができる

新たな環境整備が必要となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※R7、R22の推計値は令和５年２月作成の人吉市「地域の未来予測」から引用 

 

３ 地域クラブの目指す姿と基本方針 

【目指す姿】  

学校部活動において培われた教育的意義を継承し、学校と連携しながら生徒が自分

のやりたいスポーツ及び文化・芸術活動に継続的に親しむことができる環境を確保、

維持することで、地域全体で生徒の資質・能力向上を図ります。 

【基本方針】 

１． 中学校における休日の部活動について、体制の整った種目から令和８年度以降、

地域展開を実施します。なお、平日の部活動についても休日の地域展開の課題等

を検証した上で、令和１３年度までの完全実施を目指し、検討していきます。 

２． 「人吉市中学校地域クラブ（仮称）」を新たに設立します。 

３．「人吉市中学校地域クラブ（仮称）」の運営のもと、質の高い指導者の確保に努める

とともに、様々なスポーツ及び文化芸術活動に取り組むことができる持続可能な

環境整備を目指します。 

【スポーツ庁・文化庁の「部活動改革実行会議」R7.5.16最終報告から】 

≪改革推進期間≫ 令和５年度～令和７年度（３年間） 

 ・休日の部活動の地域移行を進める。 

≪改革実行期間≫ 令和８年度～令和１３年度（６年間） 

 ・前期（３年間）と後期（３年間）に分け、休日の部活動は前期中に地域クラブ

などに委ねることを目標とする。 

 ・平日も地域の実情に応じた対応を求める。 
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４ 人吉市中学校地域クラブ（仮称）の体制について 

（１） 運営主体 

   「人吉市中学校地域クラブ（仮称）」（以下、「地域クラブ」という）の事業を担う運営

主体は、人吉市教育委員会、または各協力団体、もしくは双方連携により、本基本方

針等に基づき担うものであり、運営に係る全ての業務を行います。 

（２） 加入登録 

   地域クラブへの加入を希望する者は、運営主体に対して、加入の申し込みを行う

ものとし、その情報は各中学校に共有します。運営主体は加入した者の傷害保険へ

の加入手続きを行います。 

（３） 指導者の確保 

指導者は各競技団体・文化芸術クラブに所属されている方や、兼業・兼職の届出

を行った教職員、現在の部活動の外部コーチなど指導を希望する者が、今後設置を

予定している「指導者バンク」に登録することとなります。なお、指導者は指導する

にふさわしい専門的知識を身につけるための研修等を受講するものとします。 

（４） 活動場所 

市内中学校施設を基本とするほか、人吉市が所有する社会教育・体育施設等を

状況に応じ、活動場所として使用します。 

（５） 活動日 

休日（土曜・日曜・祝日）の原則いずれか１日とし、１回の活動は、３時間以内とし

ます。 

（６） 運営経費等 

地域クラブに係る指導者の報酬や会場使用料など、その活動に必要な経費は、

原則受益者（保護者）の負担とします。なお、必要に応じて市からの支援も行いま

す。 

 

 

 

 



 

学校部活動と人吉市中学校地域クラブ（仮称）との相違 

 学校部活動 人吉市中学校地域クラブ（仮称） 

位置付け 学校教育活動の一環 地域クラブ活動 

参加の範囲 在籍する学校の生徒 人吉市内の中学校全生徒 

クラブの種目 在籍する学校にある部活 

人吉市内で実施されている部活動

の種目を基本とし、生徒が望む  

設立可能なもの 

運営主体 在籍する中学校 人吉市中学校地域クラブ（仮称） 

保険（事故対応） 
（独行）日本スポーツ振興センター 

（各中学校で対応） 

（公財）日本スポーツ安全協会など 

（地域クラブ及び市教育委員会） 

指導者 
学校教職員 

（外部コーチ等を含む） 

地域の指導者及び兼業・兼職を  

届け出た教職員等 

（指導者バンクへの登録要） 

報 酬 

教職員：土日は定額の特殊業務

手当あり（平日は原則なし） 

外部指導者：部活単位で取り決

め（報酬等ない種目もあり） 

地域クラブに登録した全指導者 

に支給 

活動場所 在籍する中学校 
各中学校を基本に必要に応じて 

市が所有する公共施設 

経費負担 各部活の保護者会費 
原則受益者負担 

（会費・各種目の保護者会費） 

大会出場 各中学校単位 
市教育委員会が認める地域 

クラブ 
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